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改 正 現 行 備 考 

 
第１条～第３４条 （略） 

 
（消防水利の設置基準） 

第３５条 開発区域内の消防水利の設置は、消防水利の基準

（昭和３９年消防庁告示第７号）に基づくもののほか、次

の各号によるものとする。 
(1) 消火栓 
ア 半径１２０ｍ（商工業地域は１００ｍ）の円を描き

十分その円で覆われるよう設置するものとする。 
イ （略） 

(2) 防火水槽（４０㎥級） 
ア 開発面積が１ｈa を超える場合、半径２００ｍの円

を描き十分その円で覆われるよう設置するものとす

る。 
イ～ウ （略） 

(3) （略） 
（消防活動等） 

第３６条 開発区域内に４階以上（地階は除く）の中高層建

築物を建築するときは、次によるものとする。 
(1)～(3) （略） 

 
第３７条～第４４条 （略） 
 

 
第１条～第３４条 （略） 
 

（消防水利の設置基準） 
第３５条 開発区域内の消防水利の設置は、消防水利の基準

（昭和３９年消防庁告示第７号）に基づくもののほか、次

の各号によるものとする。 
(1) 消火栓 
ア 半径１００ｍ（商工業地域は８０ｍ）の円を描き十

分その円で覆われるよう設置するものとする。 
イ （略） 

(2) 防火水槽（４０㎥級） 
ア 開発面積１ｈa 以上２ｈa 未満に１個を設置し、２ｈ

a を超える毎に１個を加え設置するものとし、端数が生

じた場合は原則として切り上げるものとする。 
イ～ウ （略） 

(3) （略） 
（消防活動等） 

第３６条 開発区域内に３階以上（地階は除く）の中高層建

築物を建築するときは、次によるものとする。 
(1)～(3) （略） 

 
第３７条～第４４条 （略） 
 

 

 

 

（参考） 

消防局が基準を見直すことによ

る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

消防局が基準を見直すことによ

る修正 
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改 正 現 行 備 考 

附 則 
この基準は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成１７年３月２１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成１７年１０月１０日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成１７年３月２１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成１７年１０月１０日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

 


